
大竹市・廿日市市中学校体育連盟規約 

 
第一章 名称及び事務局 

第１条 本連盟は，大竹市・廿日市市中学校体育連盟と称する。 
    （略称 大竹廿日市中体連） 
第２条 本連盟は，事務局を理事長在勤校に置く。 
 

第２章 目    的 
第３条 本連盟は，大竹市・廿日市市中学校の保健体育の健全な普及発展を図り，各学校相

互の連絡調整をすることを目的とする。 
 

第３章 事    業 
第４条 本連盟は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
     １．保健体育に関する審議並びに調査研究 
     ２．諸体育大会の開催 
     ３．体育関係諸機関との連絡及び調整 
     ４．その他本連盟の目的達成に必要な事項 
 

第４章 組    織 
第５条 本連盟は，大竹市・廿日市市各中学校をもって組織する。 
 

第５章 機    関 
第６条 本連盟は，次の機関を置く。 
     １．理事会    ２．常任理事会    ３．競技専門委員長会 
     ４．競技専門委員会 
第７条 本連盟は，必要に応じて特別委員会，研究部会を置くことができる。 
 

第６章 役    員 
第８条 本連盟に，次の役員を置く。 
     会  長 １名    副会長 １名    部会長 若干名 
     副部会長 若干名   理事長 １名    副理事長 若干名 
     常任理事 若干名   理 事 若干名   競技専門委員長 １名 
     監  査 ２名    会 計 １名 
第９条 会長・副会長は，校長会で推挙し，理事会で承認する。 
    会長は，本連盟を代表し，会務を統轄する。 
    副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときはこれを代行する。 
第１０条 部会長は校長会で，副部会長は教頭会で推挙し，理事会で承認する。 
    部会長は，競技専門委員会の会務を統轄する。 
    副部会長は，部会長を補佐し，部会長に事故あるときはこれを代行する。 



第１１条 理事長・副理事長は理事会で互選し，それぞれの会務の処理にあたる。 
第１２条 常任理事は理事会で互選し，会務の処理にあたる。 
第１３条 理事は各中学校より１名を選出し，会務の処理にあたる。 
第１４条 競技専門委員長は競技専門委員会で互選し，必要に応じて理事会に出席し，意見を

述べることができる。 
第１５条 監査は理事会で選出し，会計を監査する。 
第１６条 会計は理事会で選出し，会計を行う。 
第１７条 本連盟に顧問・参与を置くことができる。顧問・参与は理事会で推薦し，会長が委

託する。 
第１８条 役員の任期は１か年とする。但し，再任を妨げない。補欠によって就任したものは，

前任者の残留期間とする。 
 

第７章 会    議 
第１９条 会議はすべて会長が招集する。 
    会議は，過半数の出席をもって成立する。 
第２０条 理事会は次のことを審議・議決する。 
     １．本連盟の諸事業に関すること 
     ２．収支予算並びに決算に関すること 
     ３．その他必要事項 
第２１条 常任理事会は，必要に応じて開催する。 
第２２条 競技専門委員長は，行事予算の立案計画に参画する。 
第２３条 競技専門委員会は，各学校の顧問によって構成し，競技専門委員会の運営にあたる。 
第２４条 特別委員会，研究委員会は，必要に応じて理事会に図り構成する。 
第２５条 会議は，出席者の過半数の賛成により議決するものとする。 
 

第８章 会    計 
第２６条 各加盟校は，負担金を納入するものとする。 
    負担金は，生徒１人あたり５００円とする。 

（生徒数は，その年の５月１日現在による。） 
第２７条 本連盟の経費は次にかかげるもので支弁するものとする。 
     １．負担金 
     ２．寄付金，その他の収入 
第２８条 本連盟の会計年度は，４月１日より翌年３月３１日に終わる。 
 

第９章 附    則 
第２９条 本規約は，理事会の議決を得なければ改変することができない。 
第３０条 これに規定する以外の事項に関しては，別に定める細則による。 
第３１条 本連盟の加盟校は，中体連または市町村及び教育委員会が共催（又は後援）する大

会でなければ出場することができない。但し，特別の事情のあるときは，理事会で

承認を得るものとする。 



第３２条 本規約は，昭和３２年４月１日に制定，即日実施。 
     昭和６０年４月 １日 一部改正 
     昭和６１年５月１４日 一部改正 
     昭和６２年５月 １日 一部改正 
     昭和６３年５月 ２日 一部改正 
     平成 元年５月 ２日 一部改正 
     平成 ２年５月 １日 一部改正 
     平成 ３年５月 １日 一部改正 
     平成 ９年４月２４日 一部改正 
     平成１１年５月 １日 一部改正 
     平成１４年６月１４日 一部改正 
     平成１７年１１月３日 一部改正 
 
 
 
 
一部改正 


